
（平成２１年３月４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 16 件

国民年金関係 12 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認茨城地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



茨城国民年金 事案 690 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から 61年３月まで 

結婚して会社を退職後、国民年金に加入して他の年金制度に代わること

なく国民年金保険料を納付し続けてきた。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間及び国民年金第３号被保険者期間を除く国民年金加入

期間の保険料をすべて納付している。 

また、申立期間は 12 か月と短期間である上、申立期間の前後を通じて申

立人の夫の仕事に変化は無く、申立人の保険料を納付するのに経済的な問題

は無かったものと考えられることから、申立期間の保険料のみが未納とされ

ているのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



茨城国民年金 事案 691 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年７月から 43 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年７月から 43年２月まで 

社会保険事務所に納付記録を照会したところ、昭和 43 年 10 月 18 日付

けで国民年金被保険者資格を取り消され、申立期間の国民年金保険料が還

付されている旨の説明を受けた。しかし、私は、当時、結婚前で会社勤め

もしておらず、申立期間に係る保険料の還付を受けていない。また、保険

料の未納期間の調査をＡ町役場（当時）に依頼したが、何の不都合も無い

旨の回答を得ていたので、申立期間の保険料が未納とされていることに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 39 年 10 月ごろに国民年金の加入手続を行い、Ａ町役場の

窓口において申立期間の保険料を納付したと主張しており、事実、Ｂ社会保

険事務所が管理する国民年金被保険者台帳により、申立期間の保険料が納付

されたことが確認できる。 

また、申立人の年金記録において、申立期間については、本来、国民年金

被保険者資格が強制となるべきところ、申立期間の国民年金保険料が納付さ

れていたにもかかわらず、昭和 44 年１月 17 日に還付されたことが確認でき、

結果的に申立人の国民年金被保険者資格が取り消され、申立期間が国民年金

の未加入期間とされていることから、行政側における事務処理の錯誤が認め

られる。 

さらに、申立人が昭和 39 年 10 月ごろに国民年金の加入手続を行った際、

同年５月まで厚生年金保険被保険者であったにもかかわらず、36 年７月にさ

かのぼって国民年金被保険者資格を取得させており、行政側の事務処理にお

いて適正を欠いた事実が確認できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



茨城国民年金 事案 692 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年９月から３年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年９月から３年３月まで 

社会保険事務所で納付記録を確認したところ、平成２年９月から３年３

月までの国民年金保険料が未納とされていた。 

母からは、平成４年１月ごろに私の国民年金の加入手続を行い、それ以

降に送付されてきた納付書によりすべて保険料を納付していたと聞いてい

る。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は７か月と短期間である上、申立人は、申立期間を除く国民年金

加入期間の保険料をすべて納付している。 

また、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ったとするその

母は、国民年金第３号被保険者期間を除く国民年金加入期間の保険料をすべ

て納付している上、18 年以上の長期間にわたり国民年金に任意加入し、平成

11 年４月から 13 年６月までの保険料を前納するなど、年金制度に対する意

識の高さがうかがわれることから、申立期間の保険料のみを納付しなかった

と考えるのは不自然である。 

さらに、申立人は、平成 17 年４月から 21 年３月までの保険料を前納する

など、保険料の納付意識の高さがうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



茨城国民年金 事案 693 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から同年 12月まで 

申立期間当時はＡ店に勤務しており、昭和 46年４月から３か月ごとに国

民年金保険料を納付していた。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の直後である昭和 48 年１月から同年 12 月までの保険料を納付し

たことを示す領収書があるにもかかわらず、申立人に係る国民年金被保険者

台帳（特殊台帳）にはその記録が転記されていなかったことから、行政側の

申立人に係る記録管理が適正に行われていなかった事実が認められる。 

また、申立期間は９か月と短期間である上、昭和 46 年４月以降に係る申立

期間の前後の保険料については現年度納付していたことが確認できることか

ら、申立期間の保険料のみを納付しなかったと考えるのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



茨城厚生年金 事案 174 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場（現在は、Ｃ社Ｄ工

場。）における資格取得日に係る記録を昭和 28 年５月 11 日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年５月 11日から同年６月１日まで 

私は、昭和 28 年４月１日にＡ社に入社してから 57 年５月 27 日に退職す

るまで、途中に数回の転勤があったものの、継続して同社に勤務しており、

28 年５月 11 日から同年６月１日までの期間については同社Ｂ工場に勤務

していたと記憶している。 

このため、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｃ社（平成 13 年７月にＡ社から商号変更）が管理する申立人に

係る職歴記録の写し、同時期に入社した同僚の証言及び雇用保険の加入記録

により、昭和 28 年４月１日から 57 年５月 27 日まで同社に継続して勤務し、

申立期間当時は同社Ｂ工場において勤務していたことが確認できることから、

申立期間に厚生年金保険料を事業主より給与から控除されていたことが推認

できる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間の直前のＡ社Ｅ工場

に係る社会保険事務所が管理する健康保険厚生年金保険被保険者名簿におけ

る昭和 28 年４月の標準報酬等級及び同社Ｂ工場の同名簿における申立人と同

時期に入社した同僚に係る申立期間の直後の標準報酬月額により、8,000 円

とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、Ｃ社は、これを確認できる関連資料が無いため不明としており、こ

のほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと

判断せざるを得ない。 



また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから行ったとは認められない。 



茨城厚生年金 事案 175 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 59 年２月 22 日から同年３月１日までの

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年３月１日に訂正

し、同年２月の標準報酬月額を 22万円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年２月 22日から 59 年３月 21日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた昭和 59年２月 22日から 59年３月 21日までの期間について記

録が無かった旨の回答を受けた。Ａ社が経営不振に陥っていたため、同社

に勤務しながら転職先を探していたところ、Ｂ社に転職が決まった。しか

し、Ａ社への就職を世話してくれた義兄や同社に対して恩を感じていたた

め、有給休暇も取らずにＢ社への転職の前日である昭和 59年３月 20日ま

でＡ社に勤務していた。また、預金通帳には昭和 59年３月分の給与が入金

されているので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 公共職業安定所に照会したところ、昭和55年４月１日から59年２月29日

までの期間に係るＡ社における申立人の雇用保険被保険者記録が確認でき

る。 

また、Ａ社において厚生年金保険被保険者資格を有していた者のうち、

申立人に係る被保険者資格喪失日（昭和 59 年２月 22 日）の前後１年間に

被保険者資格を喪失した者で、同意が得られた複数の同僚に係る雇用保険

被保険者記録を公共職業安定所に照会した結果、全員が、雇用保険の離職

日の翌日に、厚生年金保険被保険者資格を喪失していることが確認できた

ことから、同社においては、雇用保険における離職日の翌日に厚生年金保

険被保険者資格を喪失させる取扱いであったことが推認できる。 

    さらに、申立人が昭和 59 年２月 22 日の前後にＡ社において勤務形態、

業務内容が変わった旨の同僚からの証言は無いことから、同年２月 22 日に

同社における申立人の厚生年金保険被保険者資格を喪失させる理由は見当



たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が申立期間のうち、昭和 59 年２月

22 日から同年３月１日までの厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたものと推認できる。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社の昭和 59

年１月における社会保険事務所が管理する健康保険厚生年金保険被保険者

名簿の記録により、22万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情はないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料、周辺事情がない

ことから、行ったとは認められない。 

 

  ２ 一方、申立人は、昭和 59 年３月 20 日までＡ社に継続して勤務していた

と主張しているが、同年３月１日から同年３月 20 日までの厚生年金保険料

を事業主により給与から控除された事実を確認できる給与明細書、源泉徴

収票等の資料は無い。 

    また、上記１の申立人に係る雇用保険被保険者記録については、昭和 59

年２月 29 日付けで離職となっており、同年３月 20 日までの勤務について

確認できない。 

    さらに、申立期間当時にＡ社に勤務した同僚６人に照会したものの、申

立人が同年３月１日以降、同社に勤務していた事実をうかがわせる証言は

得られなかった。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間のうち、昭和 59 年３

月１日から同年３月 20 までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により、

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



茨城国民年金 事案 694 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年 11 月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 11月から 43年３月まで 

社会保険事務所で納付記録を確認したところ、昭和 38 年 11 月から 43

年３月までの国民年金保険料が未納とされていた。 

申立期間当時、進学準備期間も含めて学生であったため、母が、国民年

金の加入手続を行い、20 歳から就職するまでの期間の国民年金保険料を納

付していた記憶がある。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その母が、国民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料を納

付したと主張しているが、申立期間については国民年金被保険者資格を有し

ておらず、国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがえないことか

ら、申立人の主張には不合理な点が認められる。 

また、申立人は、後からまとめて申立期間の保険料を納付したと主張して

いるが、申立期間のうち、昭和 39 年４月以降の期間については国民年金の任

意加入対象となる学生であったことから、仮に、申立人の主張どおり、申立

人が国民年金に加入していた場合であってもさかのぼって保険料を納付する

ことはできないことから、申立人の主張には不自然さがみられる。 

さらに、申立人は、その母が、国民年金の加入手続を行い、申立期間の保

険料を納付したと主張しているが、申立期間の保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、しかも、申立人自身は国民年金

の手続に直接関与していないため、申立期間当時の具体的な国民年金の加入

状況及び保険料の納付状況が不明である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城国民年金 事案 695 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年４月から平成元年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から平成元年３月まで 

私は、昭和 55 年７月ないし同年９月ごろに、Ａ銀行Ｂ支店において、国

民年金保険料の口座振替の手続を行い、申立期間の保険料については、口

座振替により納付していた。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ銀行Ｂ支店の口座振替により申立期間の保険料を納付したと

主張しているが、申立人が同行Ｂ支店に口座を開設した昭和 56 年 11 月から

平成元年３月までの預金取引履歴からは、国民年金保険料が引き落とされた

事実は確認できなかった。 

また、社会保険庁のオンライン記録により、昭和 61 年６月に申立人に係る

過年度保険料の納付書が発行されたことが確認できることから、少なくとも

申立期間内の昭和 60 年度分の保険料については未納であったことが推認でき

ることから、申立内容に不合理な点が認められる。 

さらに、申立人は、申立期間の保険料を後からまとめて納付したことはな

いと主張しており、事実、申立期間の保険料を過年度納付したことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

加えて、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうか

がえず、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城国民年金 事案 696 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年８月から 58 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 56年８月から 58年３月まで 

私は、昭和 56 年７月に会社を退職し、同年８月に国民年金の加入手続を

行い、納税組合を通じて夫婦二人分の国民年民保険料を定期的に納付して

いた。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 56 年８月に国民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料

を納付していたと主張しているが、申立人が国民年金に加入した時期は、前

後の任意加入者の国民年金手帳記号番号から、58 年２月 19 日以降と考えら

れ、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがえないことから、

申立人の主張と一致しない。 

   また、Ａ市役所が管理する申立人の国民年金印紙検認記録簿には、「昭和

58 年度より納付するそうです。」との記載があり、事実、社会保険事務所が

管理する申立人に係る国民年金被保険者台帳（特殊台帳）により、申立人は、

58 年４月から保険料を納付していることが確認できることから、申立内容に

不合理な点が認められる。 

さらに、申立人は、申立期間の保険料を後からまとめて納付したことはな

いと主張しており、事実、申立期間の保険料を過年度納付したことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

加えて、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城国民年金 事案 697 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37 年７月から 42 年 10月までの期間及び 43 年２月から 45 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年７月から 42年 10月まで 

             ② 昭和 43年２月から 45年３月まで 

    私は、昭和 36 年ごろに国民年金に加入したが、約 30 年前にＡ村役場(当

時)から、年金受給権を得るには保険料納付済期間が不足しているとの通知

を受けたため、10 万円程度の金額を２度に分けて、同村役場において納付

した。そのときに納付した期間以外の期間については、夫が保険料を納付

していたため、詳しいことは分からない。 

しかし、夫及び結婚した当初に同居していた夫の４人の弟妹は、昭和 36

年４月以降保険料が納付済みとされているにもかかわらず、私の保険料の

みが未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が国民年金に加入した時期は、国民年金手帳記号番号払出簿の払出

年月日により、昭和 45 年５月２日以降と考えられ、この時点では、申立期

間①については時効により保険料を納付できず、別の国民年金手帳記号番号

が払い出された形跡もうかがえない。 

また、申立人は、昭和 36 年ごろに国民年金に加入したと主張しているが、

その当時の申立人が居住するＡ村は、Ｂ社会保険事務所管内であり、事実、

申立人の夫に係る国民年金手帳記号については、Ｂ社会保険事務所において

払い出される「Ｃ」となっているところ、申立人に係る同記号についてはＤ

社会保険事務所において払い出される「Ｅ」となっており、同村が同社会保

険事務所の管轄となった 42 年７月以降に申立人の国民年金手帳記号番号が

払い出されたものと推認できることから、申立内容に不合理な点が認められ

る。 

さらに、申立人が両申立期間の保険料を納付したと主張する約 30 年前につ

いては、第３回特例納付期間（昭和 53 年７月１日から 55 年６月 30 日まで）

内に該当する可能性があるものの、仮に、第３回特例納付の制度を利用して



両申立期間の保険料を納付した場合、その保険料額については申立人が主張

する 10万円程度を大幅に上回ることとなり、申立人の主張と一致しない。 

加えて、申立期間①と申立期間②の間の期間（昭和 42 年 11 月から 43 年１

月までの期間）に係る厚生年金保険の加入記録が平成 20 年５月 30 日に記録

統合されたことにより、申立期間①に係る国民年金被保険者資格の喪失日及

び申立期間②に係る同資格の取得日が発生し、記録統合以前においては申立

期間①と申立期間②の間の期間についても国民年金被保険者期間であったこ

とが確認できるにもかかわらず、当該期間については申立期間とされていな

いことから、申立内容に不自然さがみられる。 

その上、両申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、ほかに両申立期間の保険料を納付したことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

なお、申立人は、第３回特例納付期間内において、昭和 36 年４月から同

年 11 月までの保険料を 53 年 11 月に、36 年 12 月から 37 年６月までの保険

料を 54 年 10 月に、それぞれ特例納付し、その納付額の合計については６万

円であったことが確認できる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城国民年金 事案 698 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年 12 月から 58 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年 12月から 58年９月まで 

    申立人の夫が、昭和 53年 12月ごろ、自身の年金の受給手続をするため

にＡ社会保険事務所に出向いた際、国民年金保険料の特例納付制度がある

ことを知らされ、申立人に係る国民年金の加入手続を行い、保険料を納付

した。申立期間の保険料については、申立人が 65歳到達時に年金が受給で

きるようまとめて納付した。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の子は、申立人の夫が、昭和 53 年 12 月ごろに、Ａ社会保険事務所

において申立人に係る国民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料を納付

したと主張しているが、申立人は、申立期間については国民年金被保険者資

格を有しておらず、Ｂ社会保険事務所が管理する国民年金手帳記号番号払出

簿、Ｃ市役所が管理する国民年金被保険者名簿等においても申立人が国民年

金に加入した形跡はうかがえないことから、申立人の子の主張には不合理な

点が認められる。 

また、申立人の子は、申立人の夫が、昭和 53 年 12 月ごろにＡ社会保険事

務所において申立人に係る国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、

この当時、Ｃ市はＤ社会保険事務所の管轄であり、かつ、申立人が国民年金

の加入手続を行う場合、Ｃ市役所において行うこととなることから、申立内

容には不自然さがみられる。 

さらに、申立人の子は、申立人の夫が、第３回特例納付制度を利用して申

立期間の保険料を納付したと主張しているが、第３回特例納付により納付で

きるのは昭和 36 年４月から 53 年３月までの保険料であることから、申立人

の子の主張には矛盾が認められる。 

加えて、申立人の子は、申立人の夫が、国民年金の加入手続を行い、申立



期間の保険料を納付したと主張しているが、申立期間の保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、しかも、申立人自身は

国民年金の手続に直接関与しておらず、申立人の夫も既に他界しているため、

申立期間当時の具体的な国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明で

ある。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城国民年金 事案 699 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年２月から 46 年３月までの期間及び 53 年４月から 57 年

７月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年２月から 46年３月まで 

             ② 昭和 53年４月から 57年７月まで 

私が 20 歳になった時に、母が、国民年金の加入手続を行い、申立期間

①の国民年金保険料を納付してくれていた。 

また、申立期間②については、督促状が送付されてきたので、妻が夫婦

二人分の保険料を市役所で納付した。 

このため、両申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が国民年金に加入した時期は、前後の任意加入者の国民年金手帳記

号番号から、昭和 47 年１月 31 日から同年２月２日までの間と考えられ、こ

の時点では、申立期間①の過半については時効により保険料を納付すること

ができず、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがえない。 

また、申立人は、その母が、国民年金の加入手続を行い、申立期間①の保

険料を納付していたと主張しているが、申立期間①の保険料を納付したこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、しかも、申立人自身は国

民年金の手続に直接関与しておらず、その母も既に他界しているため、申立

期間当時の具体的な国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

さらに、申立人は、その妻が申立期間②の保険料を納付したと主張してい

るが、申立人及びその妻は、申立期間②において国民年金被保険者資格を有

していない上、申立期間②の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、しかも、申立人自身は保険料の納付に直接関与して

いないため、申立期間②当時の具体的な保険料の納付状況が不明である。 

加えて、申立人は、両申立期間の保険料を後からまとめて納付したことは

ないと主張しており、事実、申立期間の保険料を過年度納付及び特例納付し

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城国民年金 事案 700 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年１月から同年３月まで 

妻が、申立期間当時に集金に来ていたＡ町役場の職員を通じて国民年金

保険料を納付していたので、申立期間の保険料が未納とされていることに

納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の保険料について、自宅に来たＡ町役場の職員が納付

書に領収印を押した上、徴収していったと主張しているが、同町役場に確認

したところ、申立期間当時、同町役場には国民年金の徴収員は存在しなかっ

た上、仮に、税金の徴収員が国民年金保険料を預かった場合でも、納付書に

押印することは無かったことが確認できることから、申立人の主張とは相違

している。 

また、申立人は、その妻が申立期間の保険料を納付していたと主張してい

るが、申立人の妻に係る申立期間の保険料も未納となっている。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡はうかがえない。 

加えて、申立人は、その妻が申立期間の保険料を納付していたと主張して

いるが、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、しかも、申立人自身は保険料の納付に直接関与していない

ため、申立期間当時の具体的な保険料の納付状況が不明である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



茨城国民年金 事案 701 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年３月から 50 年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年３月から 50年 12 月まで 

私は、昭和 49 年３月に結婚したが、その後、会社を解雇されたため、

自営業を始めた。20 歳のころから切れ目なく年金に加入し、保険料を納付

し続けてきた。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の直後の昭和 51 年１月から平成６年 11 月までの期間及び７年２

月から 13 年４月までの期間に係る厚生年金保険の加入記録が同年７月９日

に記録統合されていることから、申立人は、記録統合されるまでは国民年金

被保険者であったにもかかわらず、納付書の送付及び保険料の納付について

の記憶は無いと主張していることから、申立期間の保険料のみを納付してい

たとする申立人の主張には不自然さがみられる。 

また、申立人は、申立期間について、子供の学資保険や自身の生命保険料

など、その当時の国民年金保険料の数倍の保険料額を払っていたので、国民

年金保険料の未納があるはずがないと主張しているが、その妻に係る申立期

間を含む昭和 48 年５月から 50 年 12 月までの保険料が未納となっているな

ど、申立人の主張には不合理な点が認められる。 

さらに、申立人は、20 歳のころから国民年金に加入し、継続的に保険料を

納付していたと主張しているが、申立期間以外にも複数の未納期間があるな

ど保険料の納付意識が高かったとは言い難い。 

加えて、申立人は、申立期間の保険料を後から納付した記憶は無いと主張

しており、事実、申立期間の保険料を過年度納付又は特例納付をしたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

   その上、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうか

がえず、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる事情も見当

たらない。 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城国民年金 事案 702 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年２月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年２月から 43年３月まで 

父が、昭和 42 年２月に私の国民年金の加入手続を行い、納税組合を通じ

て税金と一緒に国民年金保険料を納付していた。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その父が、昭和 42 年２月に国民年金の加入手続を行い、納税組

合を通じて申立期間の保険料を納付していたと主張しているが、申立人が国

民年金に加入した時期は、申立人が所有する国民年金手帳及び保険料の納付

状況により、昭和 44 年１月から同年２月までの間と考えられ、この時点では、

申立期間の保険料については過年度保険料となるところ、過年度保険料につ

いては、通常、日本銀行歳入代理店に指定された金融機関において保険料を

納付するのが一般的であることから、申立人の主張には矛盾が認められる。 

また、申立人から 11 番後の国民年金手帳記号番号であるその妻は、申立人

との婚姻後に国民年金の加入手続を行い、20 歳までさかのぼって国民年金被

保険者資格を取得しているものの、申立期間の保険料が未納である。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡はうかがえない。 

加えて、申立人は、その父が、国民年金の加入手続を行い、申立期間の保

険料を納付していたと主張しているが、申立期間の保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、しかも、申立人自身は国民

年金の手続に直接関与しておらず、その父も既に他界しているため、申立期

間当時の具体的な国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城国民年金 事案 703 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年８月から 51 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年８月から 51年６月まで 

    私は、昭和 49年 10月ごろ、婚姻届をＡ区役所Ｂ支所に届出した際に同

区役所職員から国民年金の加入勧奨を受けたので、国民年金の加入手続を

行って保険料を納付した。申立期間のうち、昭和 48年８月から 49年９月

までの保険料についてはさかのぼって納付し、同年 10月以降の保険料につ

いては３か月単位で納付書によりＣ銀行Ｄ支店（当時）において納付した。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49 年 10 月ごろ、Ａ区役所Ｂ支所において国民年金の加入

手続を行い、申立期間の保険料を納付したと主張しているが、申立人が国民

年金に加入した時期は、国民年金手帳記号番号払出簿及び前後の任意加入者

の国民年金手帳記号番号により、52 年３月ごろと考えられ、この時点では、

申立期間の一部については時効により保険料を納付することはできない。 

また、申立人が申立期間当時に居住していたＡ区において国民年金の加入

手続を行った場合、「Ｅ」の国民年金手帳記号が払い出されることとなるが、

申立人の同記号についてはＦ社会保険事務所において払い出される「Ｇ」で

あり、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがえないことか

ら、申立内容と一致しない。 

さらに、申立人は、昭和 53 年３月に、51 年７月から 52 年３月までの保険

料を過年度納付しているが、この時点では、50 年 12 月以前の保険料につい

ては納付することができなかったものと考えられる。 

加えて、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城国民年金 事案 704 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から 61年３月まで 

    社会保険事務所で納付記録を確認したところ、昭和 58年４月から 61年

３月までの国民年金保険料が未納とされていた。 

    申立期間の保険料については、Ａ市役所の窓口において職員から、さか

のぼって納付するよう再三勧められ、分割納付でも良いとして手書きの納

付書を受け取り、Ｂ銀行Ｃ支店で現年度保険料の納付の都度、１か月単位

で納付した。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の保険料を申立期間の直後の昭和 61 年４月以降に過年

度納付したと主張しているが、この時点では、申立期間の一部については時

効により保険料を納付できず、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形

跡もうかがえない。 

   また、申立人は、Ａ市役所の窓口において、手書きによる過年度納付書

（数か月分）を受領し、次年度に残りの過年度納付書についても同市役所か

ら郵送されたと主張しており、事実、Ａ市役所では、短期間の納付に限り手

書きの過年度納付書を対象者に渡していたことが確認できるものの、過年度

納付書の対象者に対する郵送については行っていなかったことが確認できる

ことから、申立内容と相違している。 

   さらに、申立人は、過年度保険料について、現年度保険料の納付時に、１

か月ごとに銀行において納付していたと主張しているが、申立期間は 36 か

月もの長期間に及んでおり、そのすべての期間において、日本銀行歳入代理

店である銀行及び行政側の瑕疵
か し

により、その都度、保険料納付記録が消失し

たとも考え難い。 

加えて、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる



事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城国民年金 事案 705（事案 561の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年４月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年４月から 54年３月まで 

    私は、昭和 53 年 11 月ないし同年 12 月にＡ区役所において国民年金の加

入手続を行い、同じ日に申立期間の保険料として約 20 万円をまとめて同区

役所の窓口において納付した。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについて、申立人には、申立人が国民年金に加入し

た時期は、前後の任意加入者の国民年金手帳記号番号により、昭和 53 年 12

月 21 日から 54 年１月 22 日までの間と考えられ、この時点では、申立期間の

一部については時効により保険料を納付できず、別の国民年金手帳記号番号

が払い出された形跡もうかがえないとして、既に当委員会の決定に基づく平

成 20 年 11月 27 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われてい

る。 

 申立人は、昭和 53 年 11 月ないし同年 12 月にＡ区役所において国民年金の

加入手続を行い、併せて申立期間の保険料として約 20 万円をまとめて同区役

所の窓口において納付したと主張するが、仮に、この時点において特例納付

制度を利用して申立期間の保険料を一括納付した場合の金額については、申

立人が主張する約 20 万円と大きく相違することから、これは委員会の当初の

決定を変更すべき新たな事情とは認められず、その他に委員会の当初の決定

を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 176 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年４月１日から 46年４月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ県Ｂ郡

Ｃ村（当時）にあったＤ社に勤務していた昭和 44 年４月１日から 46 年４

月１日までの期間について、記録が無かった旨の回答を受けた。私は、Ｄ

社に 41 年１月１日から 46 年４月１日まで継続して勤務していたので、申

立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間当時にＤ社に勤務していたことは、当時の同社の取締役

（二人）の証言により推認できるものの、申立期間に厚生年金保険料を事業

主により給与から控除された事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の

資料は無い。 

また、社会保険事務所が管理するＤ社の厚生年金保険被保険者原票により、

申立人が、昭和 41 年１月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、44 年

４月１日に同資格を喪失したことが確認できるとともに、同名簿では、他者

の記録において、申立期間内の 44 年 10 月及び 45 年 10 月に標準報酬月額の

定時決定が行われたことが確認できることから、複数回にわたり申立人の記

録のみ欠落したものとは考え難い。 

さらに、Ｄ社の厚生年金保険被保険者原票において、申立人に係る昭和 44

年４月１日付けの厚生年金保険被保険者資格の喪失及び同年４月 30 日付けの

健康保険被保険者証返納処理の記録が確認できることから、社会保険事務所

における一連の事務処理は適正に行われていたものと推認できる。 

加えて、申立人は、申立人と同じくＤ社に勤務していたその妻及び義母と

共に、昭和 46 年４月ごろに同社から独立したと主張しているが、申立人の妻

及び義母についても、同社の厚生年金保険被保険者原票において、申立人と

同様に、44 年４月１日付けの厚生年金保険被保険者資格の喪失及び同年４月

30日付けの健康保険被保険者証返納処理の記録が確認できる。  

また、公共職業安定所に照会したところ、申立期間に係るＤ社における申



立人の雇用保険被保険者記録は無い旨の回答があった。 

さらに、申立期間当時にＤ社の取締役であり、同社が厚生年金保険の適用

事業所に該当しなくなった時に事業主であった申立人の義理の従兄弟に照会

したものの、申立期間当時の資料が残存しておらず、申立人に係る当時の厚

生年金保険の適用について具体的な証言も得られなかった。 

加えて、申立時間当時のＤ社における社会保険担当者は、既に他界してい

るため、当時の厚生年金保険の適用について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 177 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年８月から 27年１月まで 

    私は、昭和 25 年８月ごろにＡ社Ｂ工場に入社し、エンジンの組立て等の

業務に従事していた。同期入社で退社も一緒だった同僚については、昭和

25 年８月１日から 27 年８月１日までの期間について厚生年金保険の加入

記録があるので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由                                  

申立人がＡ社Ｂ工場に勤務していたことは、申立期間当時の同僚の証言に

より推認できるものの、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から

控除された事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無い。 

 また、申立期間当時のＡ社Ｂ工場に係る社会保険庁が管理する厚生年金保

険被保険者台帳には、申立人の名前は無い。 

さらに、Ａ社を継承したＣ社の人事担当者からは、人事記録等の関係書類

は現存しておらず、申立人の厚生年金保険の加入状況については不明である

旨の証言が得られた。 

加えて、申立人は、Ａ社Ｂ工場勤務時の同僚であったＤ氏とは入社日及び

退社日が同一日であったと主張している。この点について、社会保険庁が管

理する厚生年金保険被保険者台帳により、同氏が昭和25年８月１日から27年

８月１日まで同社において厚生年金保険被保険者であったことが確認できる

とともに、申立人が同年５月１日から同年８月３日までＥ社において厚生年

金保険被保険者であったことが確認できることから、申立人の主張とＤ氏及

び申立人の記録が同年５月１日から同年８月１日までの期間について一致し

ていない。 

また、Ｄ氏は、旋盤工として勤務していたと証言しているところ、申立人

は、仕上工として勤務していたと主張しており、同氏は、申立人が近隣に所

在する「Ｃ社Ｆ支社」に頻繁に出張していた旨を証言していることから、申

立人とは待遇が異なっていたものと考えられ、同氏の記録をもって申立人の



給与から厚生年金保険料が控除されていたと推認することはできない。 

さらに、申立人から提出された「Ａ社同僚一覧」に記載されている同僚10

人のうち、申立期間当時に厚生年金保険被保険者資格を有しており、かつ、

存命中で連絡先が判明した６人に照会したところ、そのうちの４人からは、

申立人がＡ社に勤務していた旨の証言が得られたものの、申立人の勤務期間

及び厚生年金保険の適用に関する具体的な証言は得られなかった。 

しかし、申立人がＡ社に勤務していた旨の証言を行った同僚自身は、「Ｃ

社Ｆ支社」において厚生年金保険被保険者資格を取得しており、申立人が勤

務したと主張している「Ａ社Ｂ工場」とは厚生年金保険の適用事業所名が相

違している。 

この点について、現在のＣ社に照会したところ、同社は、昭和25年１月25

日付けでＨ社、Ｇ社及びＡ社の３社に分割され、「Ａ社Ｂ工場」とは別に、

その近隣にＧ社の関連会社として「Ｃ社Ｆ支社」の工場が存在していたとこ

ろ、39年にＨ社、Ｇ社及びＡ社の３社が合併し、現在のＣ社になった旨の回

答が得られた。 

したがって、当該同僚は、申立人が勤務していたＡ社とは異なるＣ社Ｆ支

社において厚生年金保険被保険者資格を取得したことが確認できることから、

申立人がＡ社において厚生年金保険料を給与から控除されていたものと推認

することはできない。 

加えて、申立人は、「Ｃ社Ｆ支社」において厚生年金保険被保険者資格を

取得している者を同僚として名前を挙げていることから、申立人が「Ｃ社Ｆ

支社」において同資格を取得している可能性があるため、社会保険事務所が

管理する申立期間に係る「Ｃ社Ｆ支社」の厚生年金保険被保険者名簿を調査

したものの、同名簿には、申立人及びＤ氏の名前は見当たらない。 

また、上記「Ｃ社Ｆ支社」において勤務した者からも、申立人が「Ｃ社Ｆ

支社」において厚生年金保険被保険者資格を取得したことをうかがわせる証

言を得ることはできなかった。 

さらに、申立人及びＤ氏に聴取したところ、勤務していた事業所の出入口

には「Ａ社Ｂ工場」の看板が立てられており、「Ｃ社Ｆ支社」については、

近隣に所在するものの、別の土地に所在していた旨の証言が得られたことか

ら、申立人が勤務した事業所は「Ａ社Ｂ工場」であり、「Ｃ社Ｆ支社」にお

いて申立人が厚生年金保険被保険者資格を取得したとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。  



茨城厚生年金 事案 178 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年３月 10日から同年９月 25日まで 

② 昭和 43年２月 21日から 48年３月 31日まで             

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた昭和 42 年３月 10 日から同年９月 25 日までの期間及びＢ社に勤

務していた 43 年２月 21 日から 48 年３月 31 日までの期間について、脱退

手当金は支給済みであり、厚生年金保険被保険者期間には算入されていな

い旨の回答であった。 

しかし、脱退手当金を受給したことは間違いないが、受給してから１か

月以内くらいに返還納付すれば、厚生年金保険被保険者期間が継続すると

言われたので、脱退手当金を市役所の窓口に持参し返還納付した。 

このため、両申立期間に係る脱退手当金が支給済みとされていることに

納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が管理する申立人に係るＡ社及びＢ社の厚生年金保険被保

険者名簿には、脱退手当金が支給されたことを示す「脱」の表示が記載され

ているとともに、両申立期間の脱退手当金の実支給額が法定支給額と一致し

ており、計算上の誤りが無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえな

い。 

また、申立人は、少なくとも一度は両申立期間に係る脱退手当金を受給し

た事実を認めている。 

さらに、両申立期間当時の脱退手当金の取扱いについて、申立人は、昭和

49 年３月 12 日に受領した脱退手当金を１か月以内くらいに市役所の窓口に

返還納付したと主張しているが、社会保険事務局からは、「支給済の脱退手

当金を返還納付できるのは、厚生年金保険法改正法（昭和 36 年法律第 182

号）附則第９第６項により、昭和 36 年 11 月１日から 37 年４月 30 日までの

期間内における限定的取扱いであり、それ以外に脱退手当金を返還できる制

度は存在しない。」旨の回答を得ている。 



   加えて、申立人は、脱退手当金を市役所の窓口に持参し、返還納付したと

主張しているが、社会保険事務局からは、「仮に、昭和 36 年 11 月１日から

37 年４月 30 日までの期間内であっても、返納金については、市役所の窓口

で返還納付することはできず、社会保険事務所、日本銀行及び日本銀行歳入

代理店において返還納付するものである。」旨の回答を得ている。 

  これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 179 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 17年９月 30日から 32 年９月 25日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社（現

在は、Ｂ社。）Ｃ事業所に勤務していた昭和 17 年９月 30 日から 32 年９月

25日までの期間について、記録が無かった旨の回答を受けた。 

しかし、健康保険証をもらっていたことを記憶しているので、申立期間

について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の同僚の証言により、申立人が申立期間の一部についてはＡ

社Ｃ事業所に勤務していたことが推認できるものの、申立期間に厚生年金保

険料を事業主により給与から控除された事実を確認できる給与明細書、源泉

徴収票等の資料は無い。 

また、社会保険事務所が管理するＡ社Ｃ事業所の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿には、申立期間における申立人の名前は無い。 

さらに、申立期間の当初である昭和 17 年９月時点では、申立人は 12 歳で

あり、Ａ社Ｃ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、17 年１月１

日から 32 年９月 25 日までの期間にわたり、12 歳の時点において厚生年金保

険被保険者資格を取得した者は見当たらない。 

加えて、Ａ社Ｃ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、毎年、

報酬月額算定基礎届が社会保険事務所に対し提出されていたことが確認でき

ることから、申立人に係る届出のみが漏れていたとは考え難い。 

また、Ｂ社Ｄ事業所に照会したものの、申立人に係る申立期間当時の勤務

状況及び厚生年金保険の適用については不明である旨の回答であった。 

さらに、申立人が名前を挙げた同僚については、Ａ社の在籍証明書がＥ社

（Ｂ社の親会社）から発行されていることが確認できる上、Ｅ社に照会した

ものの、申立人に係る申立期間当時の勤務状況及び厚生年金保険の適用につ

いては不明である旨の回答であった。 

加えて、Ｆ社（Ｇグループの休廃止鉱山等の管理会社）では、申立人から



提出された「じん肺管理区分決定申請書」に対して、申立人がＡ社Ｃ事業所

で粉じん作業に常時従事する労働者であったことを証明しているが、Ｆ社か

らは、「健康保険・社員原簿等、申立人の在籍を証明する記録は無かったも

のの、申立人が自発的に名前を告げた在籍記録のある社員と仕事をしたこと

があること、当時の内容を良く知っている等により、証明書を発行した。」

とする旨の回答が得られた。 

また、Ｈ社（Ｂ社の関連会社で、Ｉ鉱山の管理会社）からは、「昭和 27 年

ないし 28 年ごろに当時の勤労課の社員が作成した非公式の社員名簿が残存し

ているものの、申立人の名前は見当たらず、作成した社員に確認したところ、

名簿に漏れは無いとの回答であった。」とする旨の回答が得られた。 

さらに、申立期間当時のＡ社Ｃ事業所に在籍していた同僚 15 人に照会した

ところ、回答が得られた８人からは、いずれも申立人に係る当時の勤務状況

及び厚生年金保険の適用について具体的な証言は得られなかった。 

   加えて、申立人が申立期間当時の同僚として名前を挙げた６人のうちの一

人からは、「申立人と職種は違ったが、申立人が昭和 29 年ないし 30 年ごろ

に勤務していたと思う。」とする旨の証言が得られたものの、厚生年金保険

の適用に関する具体的な証言は得られなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 


